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区　役　所
紫野東御所田町 33-1

相　　談
■無料法律相談
日時　毎週水曜日　午後１時～３時30分
場所　北区役所３階会議室
※�正午から整理券（先着15人）を北区役所３階
区民ふれあい相談コーナーで配付します。

問　地域力推進室庶務担当� ☎432-1197
■無料行政相談
日時　12月19日（木）、１月16日（木）
　　　いずれも午後１時30分～３時

場所　北区役所３階会議室
問　地域力推進室庶務担当� ☎432-1197
■行政書士会による無料相談
日時　12月26日（木）午後２時～４時
場所　北区役所３階会議室
問　京都府行政書士会第４支部事務局
� ☎762-0505

税
■年の途中で引っ越した場合の市・府民税の課税
　平成26年度の住民税（市・府民税）は、平

成26年１月１日（水）現在に住んでおられる

市区町村で課税されます。１月２日（木）以

降に京都市から他市区町村に引っ越しされた

場合でもその年の市・府民税は京都市に納め

ていただきます。

問　市民税課� ☎432-1215

福　　祉
■特別障害者手当・障害児福祉手当・外国籍
市民重度障害者特別給付金制度について
　市では、重度障害のある方に対して、次の

手当を支給しています（要申請）。

○�特別障害者手当：日常生活で常時特別の介

護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害

者に月額26,080円を支給。

○�障害児福祉手当：日常生活で常時介護を必

要とする20歳未満の在宅および入院中の重

度障害児に月額14,180円を支給。

お知らせお知らせ
問＝お問い合わせ先

○�外国籍市民重度障害者特別給付金：旧国民

年金法の国籍条項により障害基礎年金を受

給することができない重度障害を有する本

市在住の外国籍市民に月額41,300円を支

給。

※所得制限があります。詳しくは下記まで。

問　支援保護課支援第二担当� ☎432-1285
■保険料の納付額は、確定申告および年末調
整のときに、所得金額から控除されます
　平成25年中に、ご自身や生計を一にする配

偶者その他の親族の方の国民健康保険、後期

高齢者医療制度、国民年金（※）および介護

保険の保険料を納付されると、その金額は所

得税や住民税の社会保険料控除として所得金

額から差し引くことができます(口座振替の

場合は振替口座の名義人の方が、特別徴収の

場合は徴収されたご本人が納付されたことに

なります）。

　納め忘れがないか、今一度ご確認ください。

※�国民年金に関するお問い合わせは、年金事

務所までお願いします。

問　国民健康保険・後期高齢者医療制度：
　　保険年金課資格担当� ☎432-1257
　　介護保険：福祉介護課介護保険担当
� ☎432-1364
■国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険
料の納付は口座振替が便利です
　口座振替をご利用になりますと、毎月納め

に行く手間が省け、納め忘れの心配もありま

せん。

　お申し込みは、領収書または納入通知書な

ど国保記号番号（後期高齢者医療の場合は、

被保険者番号と徴収番号）のわかるもの、預

（貯）金通帳、口座の届出印をお持ちのうえ、

お取引のある金融機関、郵便局または区役所・

支所保険年金課の窓口へ。

　国民健康保険の口座振替は、一部の金融機

関については、キャッシュカードがあれば、

ハンコがなくても、保険年金課窓口にて申し

込みができます。

※�特別徴収（年金からの引落し）による納付

の方で、口座振替への変更をご希望の場合

は、保険年金課へ口座振替の申し込みと併

せて納付方法の変更をお申し出ください。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257
■国民健康保険からのお知らせ
　保険料の夜間納付相談を行います
　保険料を滞納していると、期限を短縮した

保険証の交付や財産の差し押さえなどを行う

場合があります。納付できない事情のある方

はお早めにご相談ください。

日時　12月17日（火）午後５時～７時30分
問　保険年金課徴収推進担当� ☎432-1265

統計・調査
■工業統計調査を実施します
　この調査は、製造業を営む事業所を対象と

して、12月31日（火）現在の、わが国の工業

の実態を明らかにするために行うものです。

結果は、国や地方自治体の産業振興計画など

の基礎資料とするほか、一般の企業や研究機

関でも広く利用されています。12月中旬から

来年１月にかけて調査員が伺いますので、調

査票へのご記入をお願いします。

問　地域力推進室統計担当� ☎432-1199
　　市情報統計担当� ☎222-3216

保　　健
■小児慢性特定疾患医療受診券の継続申請
　現在、小児慢性特定疾患治療研究事業の給

付を受給中で、引き続き平成26年度も給付を

希望される方は、２月５日（水）までに必要

書類（申請書及び税証明書など）を提出して

ください。

　対象は18歳未満の方です（例外あり）。

問　健康づくり推進課母子・精神保健担当
� ☎432-1454
■乳幼児歯科相談のお知らせ
日時　１月８日（水）
　　　午後１時30分～２時30分（予約制）
場所　北保健センター
対象　０歳～就学前の方
費用　無料
予約・問　健康づくり推進課母子・精神保健
　　　　　担当� ☎432-1454
■献血にご協力ください

月日 時間 会場

₁／₄
（土）

午前10時～正午
午後₁時～₃時30分 金閣小学校

問　健康づくり推進課管理担当� ☎432-1423

その他のお問い合わせはこちらへ
☎432-1181（代表）　Fax432-0388

北 図 書 館
紫野雲林院町 44-1　市バス「大徳寺前」下車
開館　平日：午前10時～午後７時30分

　　　土･日･祝：午前10時～午後５時

　　　※12月28日（土）は午前10時～午後５時

休�館日　毎週火曜日、第２・４水曜日

　　　　12月29日（日）～１月４日（土）

■お楽しみ会
　12月21日（土）、１月18日（土）

　いずれも午前11時～

■赤ちゃん絵本読み聞かせ会
　１月20日（月）午前11時～

■�テーマ図書
ミニ展示１「年始のご準備を」
　　　　　�「今年から始めてみる」

ミニ展示２「人権」「世界の今」
児童向けミニ展示
　　　　　�「もうすぐお正月」「昔話を読もう」

絵本ミニ展示「あきやまただし」「宮西達也」

お問い合わせ先
☎492-8810　Fax491-5033

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）

月日 時間 場所

₁／₉
（木）

午前10時～10時40分
岩戸落葉神社
氏子会館

午前11時～11時40分 中川小学校

₁／16
（木）

午前10時～10時40分
雲ケ畑小・中
学校

午前11時20分～
　　　　　11時50分

大宮小学校

午後₁時～₁時30分 原谷苑東門前

※�北青少年活動センターは、12月29日（日）
～１月３日（金）は休館。

固定資産税・都市計画税第３期分の
納期限は、１月６日（月）

　納期限を過ぎると、延滞金がかかります。

※�ただし、算出された延滞金額が1,000円

未満の場合はかかりません。

　市税の納付には、便利で確実な口座振

替をご利用ください。

問�　課税内容：
　　（土地家屋）固定資産税課�☎432-1236
　　（償却資産）市資産税課� ☎213-5214
　�　納付相談：
　　（土地家屋）納税課� ☎432-1245
　　（償却資産）市納税推進課�☎213-5468
　�　口座振替：市納税推進課� ☎213-5466


